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Ⅰ.解散・清算の流れ 

法人は解散をすると、残余財産を確定させる手続きに入ります。残余財産が確定した後は、出資者であ

る株主にその残余財産の分配を行います。これにより、法人は清算され、消滅することになります。 

 

 

解散事業 
清算事業年度 

 

解散日から２ヶ月 残余財産確定日から１ヶ月 

 

 

Ⅱ.解散法人の課税関係 

 

（１）財産課税の廃止 

法人は清算までに原則、２回申告することになります。解散事業年度における解散申告と清算事業年

度における清算申告です。 

平成22 年度の税制改正において、清算申告の課税方式が変更されます。残余財産をベースにした課

税から損益をベースにした課税へと変更されることになります。 

 

 
解散申告 清算申告（改正前） 清算申告（改正後） 

 

課税ベース 

 

損益 

 

残余財産 

 

損益 

 
 

課税所得 

 
（収益（益金） － 費用（損金）） 

×税率 

 

（残余財産の価額 － 
解散時の資本金+利益積立金） 

 

×税率 

 
（収益（益金） － 費用（損金）） 

×税率 

 

適用 
 

改正なし 
平成２２年９月３０日以前 

の解散 
平成２２年１０月１日以後 

の解散より 

残余財産を確定させる手続
債権回収、債務返済など 

解散申
告書 

清算申
告書 

残余財産確定日 
解散日 残余財産分配 

→ 法人消滅 



 
△ 10 △ 10 △ 10 △ 10 △ 10 △ 10 △ 10 合 計 △70 

損金にならない。 損金となる。 

子会社株式 150 

＜改正後＞ 

現金預金   100 
 譲渡損失 50  譲渡損失 50 

子会社株式 150 

＜改正前＞ 

現金預金 100 

親法人 ： 子法人への出資金額 150 
子法人 ： 清算により、残余財産 100を親法人へ分配 

例題 

（２）期限切れ欠損金の利用 

清算手続きの際、債務を返済しきれず、免除を受けるケースがあります。 

改正前の清算課税は、残余財産がベースになっていたため、債務免除は課税に影響ありませんでし

た。債務を免除してもらうことは、財産以上に債務があることになり、残余財産が残ることはなかったからで

す。 

改正後は損益をベースに課税になるため、債務免除益は収益となり、税金計算に影響を及ぼすことにな

ります。 

しかし、債務免除益により多額の所得が発生しても、納税資金がないケースが想定されます。そこで、こ

のような場合を考慮し、残余財産がないと見込まれる場合、繰越期限の切れた欠損金を利用することが

認められることになります。 

 

 

Ⅲ.解散法人の１００％親法人の課税関係 

 

税制改正により１００％親子会社間の取引についてグループ法人税制が適用されることになりました。親

法人の課税は、グループ法人税制の影響により、次の２点で変更されます。 

 
（１）親法人は、清算損を認識しない。 

残余財産の分配を受ける親法人は、出資した金額と財産分配額との差額である清算損を認識しないこ

とになります。 

 

 

（２）親法人は、子法人の繰越欠損金を承継する。 

（１）で清算損を認識しない代わりに、親法人は、子法人の青色欠損金を引継ぐことができるようになり

ます。引継げる期間は、残余財産確定より前の 7 年間分となります。（５年間の支配継続要件あり） 

 

 

H16/3 H17/3 H18/3 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3（残余財産確定日） 

 

子会社欠損金 親法人が承継 

 

 

 
 

改正が適用されるのは、平成２２年１０月１日以後における子法人の解散からとなります。 


